
令 和 ２ 年 ３ 月 ９ 日 

地域振興部文化観光課 

 

江東区文化センター条例の一部を改正する条例 

 

  

１ 改正の理由 

  行財政改革計画及び受益者負担の原則に基づき、全庁的に使用料の検証を

実施した結果、維持管理コストと最大徴収使用料の乖離が拡大傾向にあるこ

とから、施設使用料の引き上げを行うこととなったため、江東区文化センタ

ー条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

利用料金（上限額。駐車場を除く。）を２０パーセント引き上げる。 

  なお、附則において経過措置を定める 

 

３ 新旧対照表 

  ２、３ページのとおり。 

 

４ 施行日 

 令和２年１０月１日施行とする。 
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江東区文化センター条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 
 

区分 利用
日 

単位 利用料金 

ホ ー
ル、リ
ハーサ
ル室 

平日 １日 ７２，０５０円 

土曜
日・
日曜
日・
休日 
 

１日 ８７，１５０円 

楽屋  １日 ６，４５０円 

ホール
事務室 

 １日 ６，４５０円 
 

音楽ス
タ ジ
オ、大
研 修
室、教
材製作
室 

平日 １日 ２３，２００円 

土曜
日・
日曜
日・
休日 
 

１日 ２７，７００円 

工 芸
室、展
示室、
レクホ
ール、
サブ・
レクホ
ール、
美術室 
 
 
 
 

平日 １日 ２１，２００円 

土曜
日・
日曜
日・
休日 

１日 ２５，２５０円 

研 修
室、和
室、会
議室 

 １日 ８，４００円 

運 営
室、暗
室 

 １日 ４，１５０円 

駐車場  １台
２０
分 

１００円 

 

 
区分 利用

日 
単位 利用料金 

ホール
及びリ
ハーサ
ル室 

平日 １日 ８６，４００円 

土曜
日、
日曜
日及
び休
日 

１日 １０４，５００円 

楽屋  １日 ７，７００円 

ホール
事務室 

 １日 ７，７００円 
 

大研修
室及び
教材製
作室 

平日 １日 ２７，７５０円 

土曜
日、
日曜
日及
び休
日 

１日 ３３，１５０円 

工 芸
室、展
示室、
レクホ
ール、
サブ・
レクホ
ール及
び美術
室 

平日 １日 ２５，４００円 

土曜
日、
日曜
日及
び休
日 

１日 ３０，２５０円 

音 楽 ス
タジオ 

 ２時
間 

１，１００円 

研 修
室、和
室及び
会議室 

 １日 １０，０５０円 

運営室
及び暗
室 

 １日 ４，９５０円 

駐車場  １台
２０
分 

１００円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和２年１０月１日から施行す

る。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の利用料金は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行

う利用の承認について適用し、施行日前に行った

利用の承認については、なお従前の例による。 
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